
　　　　※　受講開始日とは、養成施設に入学した日又は、養成施設
　　　　　　からの受講許可を得たいずれかの早い日となる。

◆申請から交付までの流れ

①養成施設での単位取得により資格取得を目指す方

受講開始日の決定
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受講開始日※の属する年度中に、

事業実施計画書提出する。

保育士資格を取得

保育士証の交付を受ける

補助金交付申請書の提出

交付決定通知書

補助金を交付

受講開始

受講終了

受験申請

合格通知＆保育士証の交付

支給申請書の提出

勤務対象施設で１年以上勤務

交付決定通知書

補助金を交付

②保育士試験により資格取得を目指す方

補助金交付申請書の提出

勤務対象施設で１年以上勤務

勤務実績報告書の提出
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計画書の承認
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